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令和６年６月 21日 

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 

 

【オンラインによる引き渡し量調査の回答方法について】 

 

オンラインでの引き渡し量調査のご回答方法は以下をご参照ください。 

なお、末尾の「ご参考）令和７年度オンライン手続きの流れ」も併せてご覧ください。 

 

１．オンラインご回答受付期間・時間 

 

受付期間 ： 令和６年６月２１日（金）～ ７月２２日（月） 

受付時間 ： 7:00 ～ 23:00（土日祝日も利用可能） 

受付期間中は、ご回答内容の修正が可能です。 

 

２．オンラインに関するお問い合わせ先 
 引き渡し量調査のオンライン操作のお問い合わせは下記へお願いします。 

     公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 オペレーションセンター 

       電話 ０３－５６１０－６２６１ 

      ＦＡＸ ０３－５６１０－６２４５ 

     受付時間 ： 9:30 ～ 17:30（土日、祝祭日は除く。） 

     ※）オンライン受付時間とは異なりますのでご注意ください。 

 

３．オンラインご利用の動作環境 

（１）パソコン： Windows10 / Windows11 

注）Windows Vistaから利用可能となった JIS2004及び JIS補助漢字(JIS X 0212)の追加文字

は本システムでは利用できません。 

追加文字は登録時にエラーメッセージが表示され、登録することができませんので、その

際は、別の漢字に置き換えるか、かなで入力してください。 

（２）ブラウザ：Windows 10 / Google Chrome 、 Microsoft Edge 

Windows 11 / Google Chrome 、 Microsoft Edge 

注）Windowsおよび Edge環境は、Windows Updateにて Windows用更新プログラムを最新化し 

てください。 

 

ログインにはブラウザのインターネットオプションの設定が必要な場合があります（設定

内容は「オンライン手続き」画面の下欄「ログインできない場合はこちらをご確認くださ

い」をクリックしてオンライン操作Ｑ＆Ａを参照してください）。 

（３）印刷時に必要な環境 

プリンタ 

印刷用ソフト：Adobe Reader 9.0 以上 

※ヘルプページでダウンロードできます。 

※ブラウザの設定についてはヘルプページに詳しい説明があります。 

（４）推奨解像度等 

推奨画面解像度 1024×768ピクセル、 推奨ブラウザフォントサイズ 中 

資料２ 容リ法 プラ法 
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４．オンラインの操作方法 

（１）ログイン 

ブラウザのアドレスに https://reinscp.jcpra.or.jp/ と入力してください。 

また、当協会ホームページ（https://www.jcpra.or.jp）の「オンライン手続き」からもアクセス

できます。 

「オンライン手続き」のページが表示されます。 

 

 

「ユーザＩＤをお持ちの方はこちらからログインしてください」の部分をクリックすると、下記の

ログイン画面が表示されます。 

 

同封の「令和７年度市町村からの引き渡し量に関する調査（容器包装リサイクル法・プラスチック

資源循環促進法）の実施について」送付状に記載されている「ユーザＩＤ」「パスワード」を入力し

て、ログインボタンをクリックしてください。 

ここをクリックして

ください 

ユーザＩＤ（頭数字３で始まる６桁のコード） 

パスワード（初期パスワードは半角８桁） 

を入力して、ログインボタンをクリックしてくだ

さい 

https://reinscp.jcpra.or.jp/
https://www.jcpra.or.jp/
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（２）引き渡し量調査票入力の開始 

正しくログインできますと、以下の初期画面が表示されます。 

 

 

 

引き渡し量調査票入力画面で、最初に上段にあります「入力」ボタンをクリックすると質問が表示

されますので、画面の説明に従って、【質問１】のご連絡先の入力を行ってください。入力後、画面

左下にある「⇒次へ」をクリックすると、【質問２】へ進みます。 

 

入力ボタンをクリックすると、

下の画面に引き渡し量調査の内

容が表示されます 

①  令和７年度準備業務の調査

票入力の「未入力」（赤色表

示）の部分をクリックしてく

ださい 

必要に応じて操作説明書や印刷用

ソフトがダウンロードできます 

令和６年度再商品化委託契約が

無い場合は、実績報告の案内画面

は表示されません 
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【質問２】では、回答者種別、申込みの有無と（Ｂ）引き渡し予定量の入力をお願いします。 

令和５年度から申込の有無で「自ら申込み行う」と回答した市町村等は「プラスチック資源循環促

進法に基づく再商品化の有無」の予定への回答が必要となります。全ての入力が終わりましたら、内

容を確認のうえ、画面右下にあります「次へ」ボタンをクリックしてください。 

【回答者種別の区分について】 

容リ法における区分 

● 「単独市町村」・・・ 自ら指定法人へ申込みを行う市町村。又は、いずれの一部事務組合等にも

特定分別基準適合物（※）の分別収集を委任していない市町村 

● 「代表市町村」・・・ 複数の他市町村を代表して、特定分別基準適合物の分別収集を行ってい

る市町村 

● 「一部事務組合」・・ 一部事務組合、広域連合等に該当する地方公共団体 

● 「構成市町村」・・・ 一部事務組合、広域連合、他市町村等に特定分別基準適合物の分別収集を

委任し、かつ自ら申込みを行わない市町村 

 

※特定分別基準適合物：ガラス製容器（無色・茶色・その他の色）、ＰＥＴボトル、紙製容器包装 

（段ボール、牛乳パックは除く）、プラスチック製容器包装（容リプラ） 

 

プラ法における区分 

● 「単独市町村」・・・ 自ら分別収集物（３２条）の指定法人への引き渡し又は認定計画（３３条）

の策定を行う市町村 

● 「代表市町村」・・・ 複数の他市町村を代表して、分別収集物（３２条）の指定法人への引き渡

し又は認定計画（３３条）の策定を行う市町村 

● 「一部事務組合」・・ 一部事務組合、広域連合等に該当する地方公共団体 

● 「構成市町村」・・・ 一部事務組合、広域連合、他市町村等に分別収集物（３２条）の指定法人

への引き渡し又は認定計画（３３条）の策定を委任し、かつ自ら申込みを

行わない市町村 

 

※分別収集物：容リプラ、製品プラ、産廃プラ 

 

「プラスチック資源循環促進法に基づく再商品化の有無」の予定への回答において「有（期初から）」

又は「有（期中から）」又は「無」のいずれかを選択してください。 

なお、引き渡し開始時期が期初であっても、保管施設が複数あり、容リ法におけるプラスチック製容

容器包装の引き渡しと、プラ法 32 条における分別収集物の引き渡し又はプラ法 33 条における認定

計画が混在する場合は、「有（期中）から」を選択してください。 

また、年度中に容リ法におけるプラスチック製容器包装の引き渡しがなく、プラ法 32条における分

別収集物の引き渡し又はプラ法 33条における認定計画のみを予定している場合は、「有（期初から）」

を選択してください（この場合、期中からの引き渡し開始であっても「期初」扱いとなります）。 

 

  

「プラスチック資源循環促進法に基づく再

商品化の有無」について「有（期初か

ら）」「有（期中から）「無」のいずれかを

選択してください 
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（Ｂ）引き渡し予定量は、該当する項目を選択のうえ、素材ごとに数量を入力してください。「申込

みの有無」で「申込みを行わない」を選択した場合は、全素材「申込まない」が選択され、引き渡

し予定量は入力不可となります。 
 
※「プラスチック資源循環促進法に基づく再商品化の有無」の予定への回答において「有（期初から）」を

選択した場合、「プラスチック製容器包装」の引き渡し予定量については、下記の画面のように、自動

的に「申込まない」が選択され、引き渡し予定量は入力不可となります。 

 「有（期中から）」を選択した場合は、引き渡し予定量は入力可能です。 
 

  

 

 

 

※「プラスチック資源循環促進法に基づく再商品化の有無」の予定への回答において 

「有（期初から）」または「有（期中から）」を選択した場合、「次へ」ボタンをクリックすると、 

以下の【質問４】分別収集物（プラスチック資源循環促進法）の引き渡し量に関する調査の画面が表示

されます。 

「無」を選択した場合は、以下の画面は表示されず、次ページ【確認画面】へ進みます。 

  
  

「プラスチック資源循環促進法に基づく再商品化の

有無」の回答において「有（期初から）」を選択し

た場合、自動的に「申込まない」が選択されます 

引き渡し予定量を入力してくだ

さい 

該当する項目を選択してください 

注：引き渡し予定量が「R5 年度年

間引渡実績量」又は「R6 年度申込

量」と大きく乖離する場合は、乖離

理由欄にその理由を入力してくだ

さい 

例） 収集範囲や分別方法の変更に

よる影響 

該当する項目を選択してください 

いずれかを選択してください 

引き渡し予定量を入力してくださ

い 

３３条が有る場合、認定計画予

定量を入力してください 
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「次へ」ボタンをクリックすると、【特記事項】の入力画面が表示されます。 

 協会へ連絡したい内容を入力してください。 

 

 
 

内容入力後、「次へ」ボタンをクリックしてください。 

確認画面が表示されます。 

 

【確認画面】 

＜注意＞ 

引き渡し予定量が「令和５年度年間引渡実績量」又は「令和６年度申込量」と大きく乖離する場合

は乖離理由の入力が必要になります。乖離理由の入力がない場合、注意メッセージが表示されますの

でメッセージが表示された場合は、「戻る」ボタンをクリックして前の画面に戻り、入力値をご確認

ください。入力値に差が生じる場合は、その理由を「乖離理由欄」に簡潔に入力してください。 

 

  

  

①引き渡し予定量が申込量又

は年間引渡実績と差異が発生

している場合、メッセージが

表示されます ②「戻る」ボタンをクリック

し、前画面に戻り、入力値を

修正、又は乖離理由を入力し

てください 
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（３）引き渡し量調査票入力の終了 

次へボタンをクリックすると以下の確認画面が表示されますので、内容を確認していただき、間違

いがなければ「登録」ボタンをクリックしてください。 

 

 

  

登録ボタンをクリックすると、以下のメッセージが表示されます。 

 

 

以上で調査票の入力は終了です。受付期間中（令和６年７月２２日まで）は、いつでも修正が可能

ですので、修正が生じた場合には、ＴＯＰ ＰＡＧＥ画面の「■令和７年度 準備業務」の「入力済」

をクリックすると修正が行えます。 

内容を確認したら「登録」ボタン

を押してください 
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（４）引き渡し量調査票の印刷 

右上の「照会」ボタンをクリックすると入力した内容が再度確認でき、同じ画面上から調査票の控

えが印刷できます。 

  

 

以下の印刷画面が２枚（「容リ法」と「プラ法」）表示されます。「印刷」ボタンをクリックして、

プリンタに出力してください（「プラ法」は次ページ参照）。 

用紙のサイズはＡ３横で設定されています。 

 

  

①「照会」ボタンをクリック

すると、下に入力内容が表

示されます 

②「印刷」ボタンをクリックす

ると Adobe Reader が起動し、

調査票の印刷画面が表示されま

す 

Adobe Reader が無い場合は、ヘル

プからダウンロードしてください 

①「印刷」ボタン（プリンタの絵）を

クリックして印刷してください 
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プラ法３２条又は３３条の申込が無い場合も出力されます。その場合、引き渡し予定量が０（ゼロ）

になっていることを確認してください。 

 

 

印刷が終了したら、ウインドウを閉じてください。 

 

（５）ログアウト 

画面の左上のロゴをクリックすると、初期画面が表示されます。調査票入力が「入力済」になって

いることを確認し、ログアウトをクリックして終了させてください。 

 

 

以上で引き渡し量調査は終了です。 

②「入力済」（青色表示）と

なっていることを確認し

てください 

③ログアウトをクリッ

クしてください 

① こちらをクリックする

と初期画面に戻ります 
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ご参考）令和７年度オンライン手続きの流れ 

前述の引き渡し量調査以降の業務手続きに関しても、オンラインの利用が可能です。 

引き続き、オンライン手続きへのご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 引き渡し実績報告    令和７年４月下旬～令和８年４月上旬 

  これまでと同様に、実績報告がオンラインで入力可能です。 

担当者説明会参加申込  令和６年９月～10月 

担当者説明会（11月頃）への出欠について、オンラインによる回答が可能です。 

（ＦＡＸ送付の必要はありません。） 

 落札結果表示      令和７年２月中旬～下旬（素材によって通知時期が異なります。） 

落札結果をオンライン画面上で照会できます。 

メールアドレスをご登録いただいている方には、掲載連絡をメールで行います。 

引き渡し量調査     令和６年６月 21日（金）～７月 22日（月） 

 

 品質調査結果照会    令和７年５月～令和７年 10月下旬 

  再商品化事業者がオンライン報告した令和７年度分別基準適合物の品質調査結果内

容を随時照会できます。 

以降の業務メニューは利用可能になり次第、表示されます。 

契約書情報照会     令和７年４月以降 

  契約書については書類を郵送しますが、オンライン画面上でも契約内容の照会、また

保管施設別事業者一覧及び保管施設別引き取り運搬事業者一覧を照会できます。 

引き渡し申込      令和６年 10月～11月 

オンライン申込入力により、申込書類の返送が不要となります。 

具体的な申込み方法につきましては、担当者説明会でご説明します。 

承諾書照会       令和６年 12月上旬 

引き渡し申込の承諾書をオンライン画面上で照会できます。 

メールアドレスをご登録いただいている方には、掲載連絡をメールで行います。 

＜令和７年度準備業務＞ 

＜令和７年度業務＞ 

以上 


